
　日本で初めて建築学を一つの科学として仕立て上げ、日本の
建築芸術の発展経路を明らかにするとともに、中国山西省の雲
崗石窟をはじめ、インド・トルコなどの仏教遺跡を調査し、ま
た古社寺保存会委員、国宝保存会委員として神社の造営、文化
財の保存にも力を尽くした。彼の設計した建築物は平安神宮、

明治神宮、大倉集古館、築地本願寺など１００点を超し、県内では、上杉神社、亀岡文殊、山形の明
善寺などがある。郷土出身者の育英事業を提唱し、“国家有為”の人材を育てる会「米沢有為会」の
結成に尽力。米沢市名誉市民・第１号となる。
　１９４３年（昭和１８年）には、建築界ではじめて文化勲章を受章した。
叔父（父の弟）に、官僚・政治家の平田東助がいる。
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国 税 局 人 事 異 動 発 令
－－ 米沢税務署　人事異動 －－

着 任 の ご あ い さ つ
　米沢税務署長　中村　由夫

　このたび、７月の人事異動で米沢税務署長を拝命しました中村でございます。
　前任は、関東信越国税局課税第二部酒類業調整官として、酒類行政事務に携わっておりました。
　仙台国税局管内での勤務は初めてであり、その中でも「天地人」で全国的にも注目を集めた御地に勤
務できましたことは大変光栄でありますとともに、改めて職責の重さに身が引き締まる思いであります。
　出身は長野県長野市ですが、当地には前田慶次ゆかりの善光寺があり、また、川中島合戦を祭として
いることにも縁を感じております。
　豊かな自然に恵まれ、長い歴史に育まれた文化を有し、人情味あふれるこの地域の土地柄に一日も早

く馴染んで、微力ではありますが、より良い税務行政を目指して努力して参りたいと考えておりますので、どうかよろしくお
願いいたします。
　米沢法人会の役員並びに会員の皆様方には、平素から税務行政の円滑な運営に対しまして、深い御理解と格別な御協力を賜っ
ておりますことを、心から感謝申し上げます。
　米沢法人会におかれましては、昭和56年に社団法人となり今年で30周年という節目を迎えられました。また、組織率も平成
２年以来21年間にわたり70％以上という高い割合を維持されていることは、全国的に見ても大変稀有なことであり、いかに日
頃から会員のための事業活動を活発に展開されてきたかを伺い知ることができます。
　また、それ以外にも地域に密着した「社会貢献活動」にも積極的に取り組んでおられるなど、その幅広い活動は、地域社会
からも高い評価を得ているとお聞きしております。
　内藤会長様はじめ歴代の役員の皆様の御尽力と会員の皆様方の御熱意に対しまして、深く敬意を表する次第であります。
　さて、このたびの東日本大震災により被災された皆様には心から御見舞い申し上げます。
　現在、仙台国税局におきましては①東日本大震災で被災された方の負担軽減を図るため、震災特例法の対応等を総力を挙げ
て取り組むこと、②酒類の復興は東北の復興にもつながるため、酒類業者に対する必要な支援を行うこと、③従来から地方公
共団体や法人会等の民間団体との連携の下、円滑な税務行政の実施に努めてきたことを踏まえ、被災した民間団体の再生・復
興について局署一体となって支援させていただくこと、を重要課題に掲げ、全力で取り組んでいるところです。
　当署においても、８月下旬から被災地署への支援として職員を派遣しており、また、署内でも被災された納税者の皆様から
の相談等を最優先として取り組んでおりますので、引き続き皆様の御理解と御協力を賜りますようお願いいたします。
　また、ＩＴを活用した納税者利便の向上を目指して推進しております、ｅ－Taxにつきましても、米沢法人会の皆様の御理
解と御協力により、当署における利用割合は、非常に高い利用率となっております。
　税務署は更なる利用拡大に向けて、引き続き積極的に取り組んでいく所存でございますので、法人会の皆様におかれまして
も、利用促進について御理解と御協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
　ところで、米沢税務署では、庁舎耐震工事及び増築工事の実施に伴い、９月26日から庁舎隣の米織会館２階、３階を仮庁舎
として執務を行っております。
　従来に比べ駐車スペースが少なく、近くの公共駐車場等を利用いただくこと、来署される皆様には何かと御不便をおかけす
ることとなりますが、重ねて御理解と御協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

　総務課長　高橋　博実

【前任地】湯沢税務署　総務課長
【出身地】秋田県湯沢市
【一言】　本年７月、秋田の「清酒と
稲庭うどんと漆器の街」から、史跡・
特産物の枚挙にいとまがない当地に着
任し、温泉めぐり、ラーメンやそばの
食べ歩きを満喫しております。

　様々な機会に管内を訪問させていただくたびに感じるの
が「居心地の良さ」ですが、おそらくそれは、「よくござっ
たなし」、「おしょうしな」の一言に込められた土地柄、人
柄、もてなしの心から伝わる心地よさではないかと感じて
おります。
　この「おしょうしな」の心を持ちながら、管内のオピニ
オンリーダーである法人会会員の皆様からのご意見をお聞
かせいただき、私どもに求められる職務を遂行したいと考
えておりますので、引続きご支援をいただきますよう、よ
ろしくお願い申し上げます。

法人課税部門　統括官　白石　秀明

【前任地】仙台国税局課税第一部審理
官付主査
【出身地】仙台市青葉区
【一言】
　お隣の宮城県勤務が長く、山形県は
初めての勤務地になりますが、歴史と
伝統のある米沢市に勤務出来たことを

大変うれしく思っています。
　米沢税務署管内は、四季の変化に富んだ気候を利用した
自然の恵み溢れる食文化を始め、歴史が漂う名所旧跡及び
雄大な自然に囲まれた温泉等が多数あると伺っており、大
変楽しみにしておりました。機会を見つけては、当地の名
所巡りや有名店等の食べ歩きを満喫させていただいており
ます。
　最後に、米沢法人会の益々の御発展と会員の皆様方の御
繁栄並びに御健勝を御祈念申し上げます。
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　第28回法人会全国大会が10月６日、国税庁の川北力長官をはじめ黒岩祐治神奈川県知事、林 
文子横浜市長ら多数の来賓を招き、パシフィコ横浜国際会議場で開催され約3,300人の会員が集
い、当法人会からも内藤会長と税制委員長である香坂副会長が参加した。
　大会では、小泉純一郎元首相の「日本の歩むべき道」と題して記念講演が行われた。

講演する小泉元首相

大橋会長の挨拶

全法連 全国大会開催

大会宣言
「積極的に被災地支援を実行」
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　中小企業の所得金額のうち、年800万円以下の金額について適用される軽減税率の18％か
ら15％への引下げは、現在、各党間で引き続き協議中。平成23年３月31日までの特例措置で
ある18％の軽減税率は、現行税率が平成24年３月31日までの間に終了する事業年度に適用さ
れるよう延長措置が講じられた。

　青色申告法人が、平成23年４月１日から平成26年３月31日までの間に開始する各事業年度
において、従業員のうち雇用保険の一般被保険者の数を10％以上かつ２人以上（大企業は
10％以上かつ５人以上）増加させた場合に、１人当たり20万円税額控除できる制度を創設（控
除限度額：中小企業は法人税額の20％、大企業は10％）。

　中小企業が、平成23年６月30日から平成26年３月31日までの期間内にエネルギー起源ＣＯ
２排出削減等に効果が見込まれる設備等を取得した場合に、取得価額の30％の特別償却また
は７％の税額控除（控除限度額：法人税制の20％。控除限度超過額については１年間の繰越
可）を適用できる制度を創設（大企業は特別償却のみ）。

国税庁ホームページ＞税について調べる＞パンフレット・手引き＞平成２３年度法人税関係法令の改正の概要
（http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2011/01.htm）

　平成23年度税制改正法案は、当初の法案から一部を切り離した「現下の厳しい経済状況お
よび雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」が６月
30日に公布された。それ以外の法案については、継続審議として先送りされているが、依然
として不透明な状況である。今回は、６月30日に公布された法律から、法人会会員に関係が
ある主な法律について掲載している。（各法令の適用に当たっては、下記リンク先の国税庁
ホームページ『平成23年度法人税関係法令の改正の概要』をご覧下さい。）

中小法人軽減税率の引下げ

雇用促進税制の創設

グリーン投資減税の創設

平成23年度　税制改正のあらまし
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　事業承継税制の適用にあたって、申請会社及びその関係者が風俗営業会社等の株式を一定
以上保有してはならないとする要件の見直しが行われ、関係者の範囲を、親族等から、後継
者本人、生計を一にする親族等に絞り込み、要件が大幅に緩和された。

◆法人税の引き下げに伴い廃止・見直しを行うこととしている以下の租特（中小特例を含む）
については、平成24年３月31日まで適用期限を延長

・中小企業等基盤強化税制
・中小企業等の貸倒引当金の特例
・商工組合等の留保所得の特別控除

◆平成23年度税制改正大綱どおりの改正が行われたもの
・信用保証協会が受ける抵当権の設定登記等の税率の軽減→軽減税率を1,000分の1.5（現行

1,000分の１）に引き上げたうえで、適用期限を２年間延長（平成23年６月30日から平成25
年３月31日まで延長）

・特定の資産の買換えの場合等の課税の特例（中小企業高度化事業）→廃止
・中小企業の事業再生に伴う不動産取得税の軽減措置→１年間延長（平成24年３月31日まで

延長）
・中小企業高度化事業に係る不動産取得税の課税標準の特例及び納税義務の免除→廃止
・消費税における免税事業者の要件及び仕入税額控除制度におけるいわゆる「95％ルール」

の見直し

非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予制度の見直し

租税特別措置の延長等（平成23年度税制改正大綱どおりの改正が行われた）

本文書は、平成23年６月30日現在の法令に基づいて作成しております。
公益財団法人全国法人会総連合
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青年部会

「櫻井 よしこ氏」講演会について

女性部会

　社団化30周年記念事業の一環としての講演会
が、８月20日グランドホクヨウで開催、社会貢献事
業として約800人が来場。
　ニュースキャスターなどを務めた、ジャーナリス
トの櫻井よしこ氏を講師に迎え「変革を迫られる日
本」と題して講演し、混迷する政治状況や経済情勢
を解説しながら、望まれる国民の態度を示した。
震災復興計画については、「日本らしい国になるた
めに、東北の魂が活かされていくべき」と語り、最
後に「東北の人たちの地味だけれども粘り強く、目
立たないけども着実で、古いといわれてもきちんと
した価値観を守ってほしい。自信を持って東北人の

　恒例となっている、須賀川法人会並びに長井法人
会の青年部会との恒例の交流会が10月28日開催。
　当日は、ゴルフとボウリングで部会の名誉や個人
の腕前を披露し、夕方からの交流会は、小野川温泉
で盛会裡に終了。

価値観を発言してほしい」と東北にエールを送って
講演を結んだ。

○７月12日、酒田市を訪問。
　平田牧場（３元豚）の新田嘉一会長による講話や「平
田牧場ミートセンター」「寄暢亭」などを見学したほか、
「相馬楼」に於いて酒田法人会女性部会と交流会を実
施。　参加者37名。

○10月12日、仙台市を訪問。
　仙台中法人会副会長の平賀ノブ氏より３月11日震災時
の話及び「東日本大震災からの復興、今東北の産業界
は！」を拝聴し、クリスロードを視察の後、角田市にあ
るアイリスオーヤマ（株）の工場を見学。　参加者26名。

ゴルフコンペ

ボウリング大会

移動セミナ―in酒田（酒田法人会女性部会・交流会）

平賀ノブ氏を囲んで



7

◎代 表 者 　代表取締役　情野　養一

◎住　　所　 〒992-0021
米沢市大字花沢371－8

◎Ｔ Ｅ Ｌ   0238-22-7070
　Ｆ Ａ Ｘ   0238-24-5960

　当社は、上下水道等ライフラインを
担っている米沢市上下水道指定店です。

他に建物（事業所・住宅）の空気調和・衛生・消雪・
消火設備の施工を行っています。
　おかげさまで今年で創業75年目になりました。
　今後共、お客様に満足する製品・サービスを提供し
ていきますので、お気軽にお問い合せ下さい。
　すばやい除塵の新型エアシャワー「エアダスター」
も、提供しております。

会 員 企 業 の 紹 介会 員 企 業 の 紹 介会 員 企 業 の 紹 介

企業ＰＲ企業ＰＲ

住まいづくりから住環境整備、公共土木工事までトータルサービスで地域づくりに貢献事業内容事業内容
★一般住宅、事業用建築工事
★上下水道、水まわり設備工事
★内外装リフォーム工事
★除雪・排雪作業
★県・市発注の土木工事・建築工事
住まいや建設関連・サービスのお問合わせは、お気軽に

◎代 表 者 　代表取締役　石川　　剛
◎住　　所　 南陽市長岡562－1
◎Ｔ Ｅ Ｌ   0238-43-2503
　Ｆ Ａ Ｘ   0238-40-3039
　E-mail　ishikawa-com@topaz.plala.or.jp
◎定 休 日　 日曜・祝日
◎営業時間　 午前８時～午後６時

株式会社 石川工務店

某大手食品工場様
入り口に設置した「エアダスター」



○講習会 「事業承継と税務対策」
　　・日時／平成23年12月６日㈫
　　　　　　13：30～16：00
　　・会場／伝国の杜　会議室
　　・講師／税理士　土田　一成 氏

法人会は、全国100万社の会員企業、41都道県に442の会を擁する団体として大きく発展しています。
このたび、法人会会員の皆さまを母体として、時事問題、経済情勢など幅広い分野で、多様な調査を
実施、世論の動向を分析していくことになりました。調査結果やご意見等を法人会活動の参考にする
とともに、データをマスメディア等にも提供し、法人会のパブリシティー向上、存在感アップに役立
てていきます。
現在、マスコミや調査会社はさまざまな調査活動を行い、世論の動向を分析、記事や社説に利用して
います。標本数は通常、数千規模となっています。統計学的には300～500で充分と言われているも
のの、法人会が100万社を母体としてアンケートを実施することは極めて価値の高いものとなります。
会員の皆さまには、法人会活動のさらなる発展のため、趣旨にご賛同賜り、登録いただきますようお
願い申し上げます。

○講習会 「役に立つ経営分析」
　　・日時／平成24年２月３日㈮
　　　　　　13：30～16：00
　　・会場／伝国の杜　会議室
　　・講師／公認会計士　五十嵐正明 氏

行 事 の

　 ご 案 内

行 事 の

　 ご 案 内

100万社の価値を高める
経営者の声　－法人会アンケート調査システム－

携帯電話・パソコンを利用したアンケート調査ご協力のお願い

アンケート調査システムに

ご登録ください。

内　容：○事業承継の基本的な考えから
　　　　○事業承継の方法論について
　　　　○事業承継をめぐる税制

内　容：危機管理のための経営分析
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